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【形状、構造及び原理等】 

1) 形状 

 

 

 

 

 

 

 

【使用目的又は効果】 

本品は、スチール製の作業部をもち、歯科技工用ハンドピース等に

装着し、金属、プラスチック、陶材、又は同種の材料を研削するた

めに用いる研削器具である。 

 

【使用方法等】 

<使用前の準備> 

1) 先端部、軸部に異常がないか確認すること 

 

<使用中の操作> 

1) 歯科技工用ハンドピースに装着して回転させ、対象物に先端部

をあて切削する。 

推奨回転数 

20,000-40,000rpm 

 

【使用上の注意】 

<使用注意> 

1) 損傷、変形(損傷、変形（錆び、表面キズ、曲がり、汚染）等の

あるものは使用しないこと。 

2) 折損等の原因となるので、器具に対して、曲げ、切削、打刻（刻

印）等の二次加工（改造）を行わないこと。 

3) 使用する際は、本品が根元までチャックに差し込まれているこ

とを確認すること。 

4) 粉じんを吸い込んだり、目に入ったりしないよう、眼鏡、マス

ク等の保護具を装着すること。 

5) 破損、曲がり等の原因になり得るので使用時に必要以上の力を

加えないこと。 

6) 粗雑な取扱は、器具の寿命を著しく低下させるので注意するこ

と。 

 

 

【保管方法及び有効期間等】 

<保管方法> 

1) 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的

負荷）及び汚染を受けないように保管すること。 

2) 歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理するこ

と。 

3) 長期の使用により金属疲労や磨耗等の劣化が生じるので、適宜

交換すること。 

 

 

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】 

<製造販売業者> 

 TEL 0120-415-418 

 

<製造業者> 

ERKODENT Erich Kopp GmbH 

国名：ドイツ 
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